
 

In depth 1 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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金利指標改革についての IFRS 第 9 号、IAS 第 39 号、IFRS 第 7 号、IFRS 第 4
号および IFRS 第 16 号に対する修正（フェーズ 2）に関する実務ガイド 
FAQ 2.12－複合金融商品の組込デリバティブがその評価のインプットとして IBOR
を使用している場合、フェーズ 2 の修正は適用されるか 

質問 

場合によっては、複合金融商品における区分された組込デリバティブが、その評価のインプットとしてIBORを用

いていることがあります。 

そのような金融商品のキャッシュ・フローは、金利指標改革の結果として変動しませんが、IBORの中止後、組込

デリバティブの評価に使用する指標金利を決定できない可能性があります。 

その一例は、負債に密接に関連してないと借手が評価して、区分された期限前償還条項を含んでいる固定金

利の負債の場合です。IBORは、期限前償還の公正価値の決定においてインプットとして使用された可能性があ

ります。 

複合金融商品における組込デリバティブがその評価においてIBORを用いている場合、フェーズ2の修正は適用

されますか。 

 

回答 

いいえ、適用されません。 

IBORは、主契約および組込デリバティブに帰属しているキャッシュ・フローではなく、組込デリバティブの評価に

おけるインプットであるというシナリオ（すなわち、主契約は引き続き期限前償還オプションを有する固定金利の

金融商品）において、組込デリバティブの区分は、当初認識時にのみ、主契約である負債の名目上の帳簿価額

に直接の影響を与えます。主契約の負債の帳簿価額の事後的な変動は、実効金利法の適用によってのみ発

生します。 

しかし、組込デリバティブは各貸借対照表日時点で再評価されるため、IBORを引き続き事後的な評価で使用す

べきかどうかという問題が生じます。IFRS第13号は、評価技法またはその適用方法の変更が適切である可能

性がある状況として、「これまで使用していた情報が利用できなくなる」状況を具体的に想定しています［IFRS第
13号第65項］。したがって、IFRS第13号に従い、期限前償還条項の評価技法は、市場参加者が関連する期限

前償還条項を評価するために使用するであろう評価技法を反映するように修正されるべきです（すなわち、市場

参加者が使用するであろう代替金利を使用するよう評価技法に修正すべきです）。なお、主契約のキャッシュ・

フローは固定のキャッシュ・フローであるため、影響を受けません。 
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